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す
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叙
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狀
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左
を
原
則
ど
な
す
，，
但
第
一
一
一
國
の
li
v
 

舶
ヵ
封
«
の
岡
的
を
破
«
す
る
行
爲
に
出
つ
る

時
は
多 

少
の
制
裁
を
受
ズ
：る
も
の
i
見
傚
さ)

る
可
か
ら
ず
、 

屯
和
_

»
の
適
用
は1

國
或
は
數
國
か
協
同
し
て
一
國 

.或
は
數
國
.に
對
し
て
是
を
行
使
す
る
もQ

也
、
•
;
前
者
は
_ 

單
獅
封
鎖
e
云
ひ
、
.後
者
を
聯
合
封
鎖
S
稱
す
、；
而
て 

數

國

が

協

同

-
^
て

或

國

家

に

腿

追

を

加

ふ

る

爲

.め

に

；小

纪

十

怨

(

六
九一

)

雜

錄

識

狀

S

桃
成
せ
t
し
て
武
力
念
る
繁
か
骑
ず

0

0

一
 

〇
五
，



第

十

怨

(

六
九
二〕

錄

交

戦

狀

態

を

槨

成

せ

す.し
て

武

力

を

用

る

揚

合

な

論

ず
I

s

1

〇
六

和
封
鑛
を
適
用
す
る
事
は
、
'
國
際
響
'察
機
を
行
使
す
る 

最
適
當
な
る

手
段
を
見
傲
さ

.
る

、
も
の
な
り

r

凡
そ
主 

機
國
間
の
#
議
に
し
て
雨
者
互
に
自
己
の
權
利
を
主
張 

し
相
讓
ら
ざ
る
場
合
は
b.
戰
爭
を
除
く
の
外
解
決
の
途 

ぁ
ら
ず
、
而
も
不
條
理
を
外
交
手
段
に
想
へ
.て
解
決
せ 

んVJ

欲
す
る
も
、
相
字
國
に
し
て
顽
迷
な
る
場
旮
、
戰 

部
を
避
け
ベ
く
し
て
侦
丑
其
目
的
を
達
せ
んV

J

す
る
'に 

姑
弗
和
封
鉞
に
訴
ふ
る
を
以
て
最
適
切
の
策
ビ
爲
さ
> 

る
を
得
ず
.，
況
ゃ
對
等
の
國
カ
を
有
す
る
相
手
國
が
自 

己
の
過
失
は
之
を
规
す
を
避
け
執
拗
な
る
態
度
を
維
持 

し
て
屈
せ
ず
、
最
後
に
は
却
て
武
力
を
以
て
要
求
を
拒
. 

絕
す
る
の
態
度
に
出
づ
る
事
も
亦
之
な
し
ビ
せ
ず
"
斯 

る
場
合
交
戰
狀
態
を
構
成
せ
ず
し
て
抑
應
を
加
へ
同
時 

に
戰
淨
を
防
止
す
る

に
は
㈣

カ
な
る

平
和
封
鎖
に

，勝
る
 

も
の
な
し
、
平
和
封
鑛
を
:.
L
て
有
效
な
ら
し
む
る
に
は 

相
手
國
海
祺
に
數
倍
す
る
海
跟
カ
を
以
て
膺
ら
ざ
る
.可 

%
ら
ず
、
故
に
苹
時
封
鎖
は
弱
少
國
に
對
す
る
場
合
を 

除
く
の
外
何
れ
も
聯
合
封
餓
を
以
て
常
態V

J

な
す
。

.
,
第
，1
へ
：
佛
蘭
西
の
葡
萄
牙
領
タ
ガ
ス0
.封

鎖

.

ブ
ラ
ジ
ル
皇
帝
。へ

%'
 

口
四
世
の
兄
弟
に
當
る
ド
ン
.ミ 

グ
エ
ル
は
.後
に
マ

リ

ヤ
ニ
il
l：
ヾ

」

な

れ

る
某
娃
に
當
る
マ
. 

リ
ヤ*

ダ
％
ク
口 

y
ヤ
の
配
偶
著V

J

し
て「

八
ニ
六
年
に 

娘
約
し
®

萄
牙
の
懣
法
を
遵
泰
す
る
こV

J

を
誓
ひ
典
翌 

年
七
月
マ

リ

ラ

ー
一.世
の
s
ft
ビ
な
れ
り
、
然
る
に
其
誓 

約
に
反
き
て
ド
ン
ミ
ダ
工
ル
は
一
八
一
一
六
年
七
月
七
：

2

 

自
ら
皇
帝
た
る
こ
ビ
を
宣
言
せ
^

^
此
仕
打
に
對
し
マ
' 

フ
ャ
ニ
世
派
の
僚
友
は
英
國
及
佛
國
に
落
行
き
1

ャ 

ニ
世
の
爲
め
後
圖
を
謀
ら
ん
ビ
せ
り
、
如
此
騷
動
+
に 

葡

萄

牙

政

府

は

迫

害

を

佛

"
英

ニ

國

人

段

に

も

加

べ

れ 

り
.、
其
の
爲
め
#

蘭
西
は
十
ー

1

雙
ょ
り
成
る
艦
隊
を
以 

て

！'
八
三I

年
五
爿
+

五
日
に
タ
ガ
ス
沖
に
现
れ
、
同 

月
ニ
十
三
日
に
は
葡
萄
牙
領
海
岸
に
對
て
砲
擊
を
始
め
' 

タ
ガ
'ス
の
.
^
®
を
宣
言
せ
り
、
.此
制
鑛
を
«
萄
匆
政
府 

は
三
十
一
日
迄
で
公
式
に
認
知
せ
ざ
り
き
、
然
れ
ど
も 

怫
蘭
西
艦
隊
は
補
獲
し
た
る
葡
萄
牙
船
舶
に
對
し
'て
溫
：
 

和
な
る
待
遇
を
與
へ
.：船

：員

等

は

上
.陸
せ
'し
め
て
之
を
ば
：

IIs
1
liII 1!
I
免:

,

vr

ぺ

放
せ
し
め
れ
6
、

同

時

に

.佛

蘭

西

は

菊

萄

牙

官

憲

に

逮
 

f

れ
it
禁
せ
ら
れ
若
し
く
は
刑
に
處
せ
ら
れ
た
る
佛 

引
渡
を
追
り
此
等
自
國
人
に
！
：決
を
典
へ
た
る
裁
制
官 

國
人
の
を
免
職
し
佛
人
に
し
て
不
幸
を
蒙
り
し
人
に
'對 

て
初
當
の
損
害
を
1!
'
?
-償
す
べ
く
要
求
せ
-
0̂
、

®
,©
牙

は
 

こ
れ
を
容
れ
一
八
三
七
年
七
月
一|

十
四
H
總
て
の
問
題 

は

落

着

を

吿

げ

た

..

第
一1

」

佛
蘭
西
の
メ
キ
シ
，'コ
海
岸
封
鎖 

:

一
八
三
八
年
佛
蘭
西
政
府
は
メ
キ
シ
コ
政
苷
の
茌
留 

佛
人
に
與
へ
お
る
不
法
行
爲
に
對
て
典
損
寄
賠
償
.を
要
：
 

求
せ
り
、
然
る
に
メ
キ
.シ
コ
政
府
は
之
を
黜
け
て
承
ボ 

せ
ざ
る
に
據
り
’

佛
蘭
«
政
府
は
遂
に
艦
隊
を
べ
ラ
ク 

ル
ク
ス
に
派
遺
し
メ
キ
シ
コ
の
諸
滩
を
封
澉
狀
徳
に
措 

け
る
事
を
宣
言
し
.た
り
、
同
時
に
佛
蘭
西
政
府
は
第
三 

國
の
船
舶
に
對
し
て
出
來
拇
る
限
b
自

1±
!

を

與

へ

通

商 '0
影

響

を

享

け
:^
る

：> 

JVJ

を2§
む

る
プ
レ
雖

戰

時

射

傲

.の 

場

合

に

於

て
は
苟

も

封

鎖

を

破

ぅ

た'る
時

は

第

二

画

の
 

船

，舶

た
K
y 

V 」

■■
*
傘

_

搜

收

は

兔

れ

ざ
る

な

り 

第

一

ご

英

國

の

廣

來

封

鎖
 

1

:八
.三
九

年

八

月

一

ー

|
十

 
一：

H
廣

>1
1
知

_

は

英

國

商

品
 

j

の

輸

X
を

禁

ず

.る
旨

を

布

街

せ

ぅ

、

其M
0

は

^
®!
® 

人

が

亜

片

の

密

輸

入

を

企

て

或

機

會

に

於

て

支

那

人

を
 

殺

省

し

た
b VJ

報

，せ

ら

れ

た
.る
事

實

を

憤
6

た

る

站

泶
 

た

廣

敗

知

事

は

尙

又

在

留

英

國

人

に

食

料

品

の

供
 

給

を

も

嚴

禁

し

ノ

.

英

國

商

船

ょ

り

海

岸

に

上

陸

す

る

も
 

の

ぁ

れ

ば

發

砲

す

べ

き

事

を

も

命

じ

れ

り

、

斯

の

如

き

. 

不

安

：
の

行

爲

に

對

し

て

原

因

の

如

何

に

左

：
に

右

く

 f

句

も 

\

獨

立

國

ビ

し

て
#
如

た

り

得

る

も

の

は

こ

れ

莫

し

、

乃 

英

國

政

府

は

廣

東

封

鑛

を

命

じ

、

同

時

に

知

事

に

向

て
 

r
吿

の

t
囘

を

逍

り:

且

英

國
：fs
民
.の
.生
命

自̂

!:
t!
に 

向

て

十

分

な

る

保

障

を

爲

す.

V

き

事

を

强

要

せ
A
、

玆

の
不
便
を
徼
め
ざ
る
に
®
め
'̂
'!
)
ノ
¥

和
封
激
の
，戰
時
.

封
鎖
に
異
る
點
は
玆
に
あ
り
、
平
和
封
餓
は
第
三
個
の
に
到
て
支
那
側
は
容
易
に
讓
步
し
封
鑛
は
僅
：に

音

問
 

船
舶
'に
對
し
て
其
自
.
_ビ
：通
商
の
.利
害
女
參
观
.し
對
«

に
し
て
問
題
は
解
*
，せ
^
^
，b
 

V
:

笫
十
‘怨

(

六
九
三)

雜
錄
交
戦
狀
態
か
榔
成
せ
す
し
て
武
カ
ふ
州
る
湯
忿
論
チ
；

^

1
 

5七



第

十

海

(

六
九
四〕

雜

錄
交
戦
狀
態
か
桃
成
せ
す
し
ズ
武
カ
如
用
名
揚
合
を
論
ず
绡
芄
號
|
〇
八

ソ

■

第
四
' 

.英
"

獅
#

.

の
.

T
:
、 ’

ズ
：

』

.タ 

:

一
八

';
1

八
：年

ょ

-̂
1
九

,0
1一

〕

年
；に
宜
.办
ベ
ネ
ズ：4

ラ 

に
內
飢
の
«

間
な
T

し

が

、
•
，
そ

の

騷

亂

中

に

假

政

府
 

は
同
國
の
海
岸
を
封
鑛
し
、
外
國
の
船
舶
を
補
獲
し
及 

.
び
-」

れ
を
*

壤
し
れ
^

不
合
理
.を
；極
め
れ
る
此
處
行 

の
®

め
外
國
人
は
非
常
に
迷
惑
を
感
じ
れ6

、
而
し
.て 

损
窖
を
受
け
る
園
は
米
國
、
岛
洱
義、怫
蘭
西
、獅
乙
"

英 

W

利
•

伊
太
利
、
墨
其
西
哿
、
和
蘭
、
西
班
牙
、
端
典
那 

.
威
の
諸
國
に
及
び
た
り
就
十
英
、
»

、
.#

ー|
|
國

：
は

撮

®

害 

を

蒙b

^

る

を

以

.て一九

〇.ニ
，
年

七

月

英

»

雨

國

：は

相 

協
力
し
て
報
復
を
爲
す
ベ
く
決
心
し
雨
國
人
の
损
害
に 

- «

す
る
滿
足
な
る)!
5

偾
を
要
求
せ
ん
ビ
し
、
同
年
十
二 

乃

三
:|
?

|
伊
±

利
も
同|

の
行̂

を

猶
'^
)

ベ
く
參
加
し
、 

其
强
腿
の
方
法
ビ
し

て
三
國
の
司
令
官
は
艦
隊
を
し 

て
,

ベ
ネ
ダ
エ
ラ
國
ラ

'

ガ
へ
ラ
に
於
て
英
、
獨
、
公
使
の 

‘
退
去
に
備
へ
、
關
係
國
公.使
は
'

11

十
四
時
問
の
期
限
は 

:

最
後
通
牒
を
與
へ
、
其

.時

期

め

經

過

後

，に
.於
て
同
國
别 

:

擧
め
旨
を
べ
ネ
ズ
：产
ラ
外
務
大
哲11.
狐
佳
し̂

フ
。
ガ
へ

^

に
於
ヤ
馨
を
待
ち
、.、'而
し
'て
同
時
問
內
に
滿
足
な 

，る
_

答
を
^

/

.る

：
に
：
於

て

は

海

軍

司

令

官

は

直

に

.進

で 

ベ
.ネ
ズ
：

： H

ラ
の
.海
岸
に
於
て英
、
獅
の
商
船
を
腦
ま
し 

2

、
へ
ネ
.ズ
チ
ラ
の
船
舶
を
捕
■
す
べき

事
を
命
セ
れ 

り」

九
〇
三
年
十1

月
二
十
H

英
國
政
府
は
ラ

。
ガ
人

ラ
、
力
レ

ネ
口
、
ガ
シ
タ
、
ク
マ
ナ
カ
ル
パ
ノ
、オ

タ

ノ
コ

河
口
封
鎖
を
宣
言
し"
同
日
'獨
乙
政
府
は
グ
ル
ト
カ
べ 

.ョ
及
マ
一
フ
カ
ィ
ボ
の
封
傲
を
宣
言
し
、
伊
太
利
も
雜
隊 

を
送
b
封
鎖
を
補
助
すV

き
旨
を
通
告
す
、
此
封
®
は 

獨
乙
侧
に
取
て
.は1

:九

〇

三

，年

十

二

月

十

六

日

ま

で

經
 

績
し
英
國
侧
は
翌
年
ニ
月
十
九
日
ま
で
經
績
せ
り
"

一 

九
〇
1
1
1年
十
ニ
月
ニ
十
三
=
米
國
政
府
は
同
則
題
を
伸 

裁
々
判
に
附
議
せ
ん
¥」

ヾ
し
を
英
國
政
府
に
提
議

>

 

I
: 

英
國
政
府
は
こ
れ
を
»
乙
政
府
に
交
涉
し
ヽ
主
義
に
於 

て
は
.之
に
賛
同
しE4

米
利
洳
に
囘
答
し
て
云
く"
此
l»
J
 

顧
は
仲
裁
す
ベ
き
.も
の
；/

」

仲
裁
し
.雛
き
も
の
マ」

一
一M
を 

區
別
せ
ざ
る

を
#
ず

、
，
英

國»
船
.搜
收
の
結
架
ぐ」

し
て 

英
國
人
の
生
命
財
逄
に
關
す
る
損
赛
及
，船
荷(2
)
略
奪
水

夫
：fI
_

Ii
A

.0
s

漤
等
：の‘如
き
は
#

裁

す

ベ

か

ら

ざ
.： 

る
.部
類
に
麗
し
、
其f

.
§

#

は
此
仲
裁
に
附
議
す
.，
 

る
も
耿
て
差
支
な
き
旨
を
以
て
せb
s
.爾

附

言

し

て

.
米 

國
大
統
領
が
利
裁
の
枉
に
當
ら
ん
事
を
欲
す
る
も
^
し 

こ
れ
_

都
合
惡
し
.き

圾

合

に

.
は

ベ

ー

グ

仲

裁

々

判

に

提
 

出
す
る
も
不
可
な
'&
皆
を
_

出
で
た
り
、
然
.る
.に
^

衆
. 

國
大
統
領
は
自̂

其
任
に
常
る
を
避
け'へー

グ
.仲
裁
々
. 

判

；
に

阳

議

す

る

こ

(£
に

な

し

た̂=
\ 

.
:
.
:

第

五

希

臘

海/^
の

聯

合

封

徽
 

希
臘
ゼ
土
耳
其
ビ
調
和
す
る
の
目
的
を
以
て
英
、
佛 

*
の
三
國
は
偷
敦
條
約
に
準
據
七
てj

八
ニ
七
年
七
月 

六
：！！

に
土 

_I1
-
:l
i
:

(

政
府
に
對
し
て
調
宽
を
_
迖
み
た
り
、
 

其
倐
件
は
希
臘
は
土
5
其
の
屬
邦
マ」

爲
し
居
る
代
り
に 

希
臌
內
部
に
於
て
は
純
然
れ
る
自
治
制
を
許
し
ギ
リ
シ
. 

ャ
內
に
於
対
る
土
茸
其
久
の
财
產
を
も
相
當
の
憤
格
に 

て
ギ
y

シ

ヤ

に

讓

渡

す

こ

ビ

、

し

同

時

に

雨

國

.に

對

し
 

て
休
戰
を
爲
す
ベ
き
皆
を
提
議
し
た
り
、
‘..且
聯
合
國
は 

土
深
其
を
强
腿
ム
.て
戰
爭
を
中
止
せ
し
め
.べ
く
或
場
^

::
.

に
妨
*
苒
其
0
灌
艦
を
破
壊
^
,て
：ま
で
.腹
迨
を
鄭
べ
'て
，
. 

\ ^
淨
を
^
11
:
せ
し
れ
：弋

‘然
る
1:
1

>
リ
シ
ャ
は
そ
れ
に
：
 

不
拘
、：

聯
合
國
.の
.意

：志

に

，反

抗

す

る

.
の

危

險

を

自

覺

せ
 

ざ
る
有
糠
に
見
べ
し
ょ6
、

一
 
八

二

.七

^

十

二

月
二
十 

四
日
ギ
多

ャ
海
庳
に
集
中
し
た
る
英
國
艦
隊
同
令,
 ̂

を
通
：̂
て
ギ
ヅ
シ
.ャ
周
會
.に
響
吿
を
與
ベ
て
商
船
の
捕 

破
^
直
.に
中
止
す
べ
.'-
f
e
. 

w

を
恶
求
せ
り
。
其
要
求
に
： 

靡
せ
ざ
名
場
合
に
於
^
は
ギ
リ
シ
ャ
の
武
裝
船
を
縛 

し
及
破
壤
す
ベ
き
®
を
も
逾
吿
せ
^

CN

、
然
る
に
'ギ
リ
シ
し 

ャ
政
府
は
極
め
て
執»
に
し
て
I t
洲

列

强

のA
好
意
を
，
 

顧
み
t
 

土
茸
其
に
對
し
て
武
力®
杭
を
繼
續
'せ
K
V
S 

,1

八

八

六

年

五

月

八

日

英

、
，
澳

、

»
、
#
、
露
の
咎
國
公： 

使
は
：ギ
リ
シ
ャ
政
府
に
同
一
通
牒.を
手
波
し
て
日
く
同
/ 

年
四
月
ニ
十
六
日
の
同

；

通
牒
に
對
す
る
.ァ
ゼ
.
ン
ス
政 

府
の
闾
答
は
列
强
に
取b
て
は
極
め
て
不
滿
足
の
も
办 

た
る
を
以
.:T
S 
.、
列

國

政

府

.は

爾

今

ギ

リ

シ

ャ

國

旗

を

揭. 

げ
农
る
勰
.て
の
船
舶
に
向
て
ギ
リ
シ
ャ
海
岸
を
封
鑛
す
.，
 

ベ
ぐ
、，
其
封
«

«
.々
•■
'
ソ

ヤ
岬
よ
.

c
v

コ
ロ
リ
ナ
‘岬
‘を
經
て
?

~

谘
十
卷
,(

六
九
泡〕

.

雛
'

交
戰
狀
態
か
桃
成
せ
マ
し
て
武
力
潘
暴
合
备
ず
.

望

跳

ー

〇

九



第

十

猪

(

六
九
六)

雜
錄
炎
戦
狀
態
を
權
成
隹
す
し
て
武
方
か
刖
る
愛
恶
論
ず

|

號

〇

ギ
ジ
シ
ヤ
の
北
侧
に
沿
ふ
-T
コ
リ
ン
ス
の
腾
に
S
し
た 

p

p

ギ
リ
シ
ヤ
政
府
は
此
:«
追
に
»
し
て
永
く
持
續
す 

る
を
得
ず
同
年
五
月11

十
四=

1

に
國
境
に
警
備
せ
る
ギ 

リ
シ
ヤ
堪
隊
に
命
令
し
て
其
退
却
を
命
じ
、
司
時
に
海 

笊
の
引
皋
命
令
を
發
し
た
b
、
此
行
爲
は
列
强
に
於
て 

、ギ
リ
シ
ヤ
の
意
志
の
存
す
る
ビ
こ
ろ
を
韶
め
得
た
る
に 

ょ
り
六
月
十
七
n
同

j

通
牒
を
以
て
ギ
.リ
シ
ヤ
海
岸
封 

傲
を
撤
廢
し
れ
る
皆
を
通
達
せ
り

第

六

.
英
佛
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
海
岸
封
鎖 

.ア
ル
セ
ン
チ
ン

VJ

南
方
の
小
國
ウ
ル
グ
ア
ィ
/

y
j

の
戰 

郇
は
英
、
佛
政
府
の
見
る
ビ
こ
ろ
に
依
る
ビ
前
潘
は
後 

«
を
滅
t:
せ
し
め
ん
ビ
す
る
意
志
あ
る
如
し
、
依
て
兩 

國
公
使
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
對
て
一
八
四
五
年
六
月
十 

八
は
に
通
牕
を
送
り
彼
の
行
動
を
難
拮
せ
6
然
る
に
ア 

ルV

ン
チ
ン
政
府
は
'ニ
强
國
公
使
の
意
志
に
反
し
、

モ 

ン
テ
ビ
テ
冴
に
水
雷
艇
隊
を
送
て
同
听
を
封
«1
せ
り
、 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
-政
府
は
外
國
人
を
虐
待
し
、
在
钮
外
國
，
 

人
引
擧
に
際
し
旅
行
免
狀
下
附
を
拒
絕
し
、
兵
役
に
服

す

る

と

ビ

涂

强

制

し

、

モ

.
シ
.，
テ

ビ

テ

花

fi
佛

蘭

西®

w

’
. 

.
を

追

捕

し

、
.-
ズ
V
,レ
ス
-
鳥

の

燈

甕

破

壤

の

目

的

を

以

て
 

取
隊
を
派
遺
せ
b

、
':
此
燈
臺
破
鐵
は
島
の
附
近
に
於
て. 

多
數
Q

難
破
船
を
生
せ
し
め.た
り
、
英
佛
聯
合
艦
隊
は. 

モ
ン
ー
ダ
ビ
-ス
オ
を
ク
ル
グ
ア
イ
政
府
に
恢
復
せ
ん
ビ
し

.. 

て
、
同
^

沖
に
差
し
を
、
り
し
場
合
に
ア
ル
ぜ
：
ン
チ
ン 

取
隊
は
人
民
を
慘
酷
に
も
掃
荡
し
、
非
人
道
的
取
极
を
.
. 

爲
し
、
K

屋
を
掠
奪
し
其
後
放
火
し
其
上
に
尙
且
好
意 

を
以
て
W

國
の
調
停
を
圖
ら
ん
ビM

め

つ

、

あ

る

外

同
 

公
使
を
目
し
て
陰
謀
を
有
す
る
も
の

V」

し
て
之
を
攻
め 

殆V」

度
し
難
き
有
欉
た
る
に
據b
.
、

，英

佛

公

使

は

此

占
 

取
る
べ
き
策
あ
ら

#'
(£
爲
し
、
ブ
イ
ノ
ス
•
ア
イ
レ
ス
の 

海
岸
諸
港
の
封
§1
が
聯
合
艦
隊
に
ょ
b
て
な
さ
れ
た
る 

.
こ
ビ
を
宣
言
せ

'
 

ン

,
第
七
.ザ
ン
デ
バ
ア
海
岸
の
封
鎖 

.
1

八
八
九
年
に
苴
る
ザ.
ン
デ
イ
ア
海
岸
封
敵
は
上
，取 

の
弗
和
封
鎖VJ
は
大
に
趣
き
を
興
に
す
。
此
封
鑛
の

2
1
-

 

的
は
武
器
弾
藥
の
輸
入
及
奴
隸
の
輸
出
を
禁
ず
る
を
其
：

vvi.

ア、
：
、
：
：
■
,

II

I
I
I
K
i
l
l 
J 

i
v
l

E

的
ビ
し
た
る
を
以
て
何
れ
の
國
の
商
船
に
も
是
を
励 

行
せ
し
め
.た
り
"

r

八
八
八
年
十
一
月
六
日
ザ
ン
デ
パ 

丨

ル
駐
在
の
英
國
代
表
漭
は
ナ

ル
タ
ン
に
通
告
し
て
英 

獅
政
府
は
同
地
方
封
鎖
の
意
志
あ
る
を
以
て
其
旨
を
布 

吿
せ
ん
靡
を
以
て
し
れ
6
、
續
て
英
觸
艦
隊
司
令
官
は 

本
國
政
府
の
命
令
に
ょ
り
、
ザ
ン
デ
パ
ー

ル
の
サ
ル
タ 

ン

の

名

を

以

て

同

年

十

一

一

月

一

—
日

武

器

及

弾

藥

の

輸

入
 

及
奴
隸
の
輸
出
に
對
し
て
ザ
ン
デ
パ
ー
ル
の
.海
岸
を
封 

鎖
す
る
こ
ビ
を
宣
言
せ
り
、
翌
年
春
に
到
ぅ
て
伊
太
利 

も
又
參
加
し
ザ
シ
デ
パ
ー
ル
甫
海
岸
を
封
傲
し
た
り 

第

八

ク

リ

I
ト
島
の
®
鎖 

ク
タ
ー
ト
內
亂
に
關
し
、
：
土
耳
其
"
希
臘
間
の
#

_
 

は
一
時
歐
iw
の
^
和
を
も
揽
IL
せ

ん

ビ

し

た

^

-

澳

太
 

利

は

同

，島

の

^

和

を

即

時

恢

復

の

目

W
を
以
て
聯
合
if
. 

傲
の
必
喪
あ
る
事
を
提
議
し
、
平
和
を
恢
復
し
て
後
に 

繁
固
な
る
政
府
を
持
立
す
る
の
必
要
を
說
ト
た
b
、
獨 

乙
及
露
西
煎
は
.'異
議
な
く
遥
に
賛
し
"
佛
蘭
西
及
希
*
 

も

亦

之

に

同

意

、
を

表

し

れ

^

^

然

る

に

政

府

は

こ

れ

等
 

绡

十

傲

諸
國VJ.

同
.：

|

'步
調
を
取
る
事
を
_

躇
し
れ
る
爲
に
、
ク 

リ
ー
ト
雋
の
巫
定
が
遲
れ
た
る
の
み
.な
ら
ず
、
內
iL
パ#
 

々
其
度
を
高
め
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
A

止
を
得
ず
歐
洲
列： 

强
の
意
志
に
反
し
て
#
ジ
彳
V

岛
に
艦
隊
を
派
逍
し
作 
1

八
九
七
年
政
府
は
換
匈
"

佛
、
獨
、
伊
、
露
ぐ
V 

™

共
同
行
爲
を
執
る
事
に
同
意
し
、
ク
リ
ー
ト
高
に
集
や
.
. 

.
せ
る
各
國
艦
隊
の
司
令
官
は
同
年
三
月
二
十 
一m

同
岛
' 

一
の
封
鎖
を
宣
言
せ
り
、
其
封
鏡
は
希
臘
國
旗
を
揭
げ
れ_ 

|

る
凡
て
の
も
の
に
適
用
す
べ
き
も
の
S>
J
な
し
、
而
て
封 

\

傭
及
他
の
無
關
係
國
の
商
船
は
差
支
な
く
入
港
し
て
商
，.‘ 

I

品
を
陸
上
げ
す
る
事
を
許
さ
れ
れ
り
、
然
雖
其
陸
上
©
、
 

物

は

希

臘

镩

隊

进

は

ク

リ

ー

ト

島

の

內

地

に

送

る

こ

ぢ 

は
禁
止
せ
ら
れ
た
6

、

*

封
鎖
は
一
八
九
八
年
十
二
月 

五
日
に
掀
廢
せ
ら
れ
れ
る
も
，
武
器
、
弾
藥
の
輸
入
は 

典
後
永
く
禁
Jh
を
繼
續
せ
ら
れ
れ
b

.
、
ク
リ
ー

ト

岛
人
，
■ 

は
.キ
リ
ス
ト
敎
モ
.ス
ラ
：.

<:

散
のI j

派
に
分
れ
、
前
漭
は 

希
職
に
同
情
を
表
し
發
者
は
.土
其
茸
に
依
賴
し
互
に
嫉
、
 

視
し
.一 '

九」

.一1

年
の
春
前
#

が
後
^

を
殺
戮
す
る
等
0
..、

第
五
號
：.

！
il

(

r-ノプ
七)

莉

錄
：

交
戦
狀
態
^
柳
成
せ
す
し
て
武
九
^
>)
]
K
V湯
合
^
論
.ず



*

4

物

(

六
九
八

)

:
雜
%

交戦
桃成
せ

1

て
武
力
常
，5
1

か

論

ず

浓
盡

ニ
ニ

.
»观

迎

り

れ

り

、

こ

れ

常

時

の

政

府

广

對

し

.
て

反

旗

を
 

»
し
た
る
事
を
；語
る
も
の
に
し
て
、
全
島
は
外
部
ょ
3
 

.'
^
迦
逍
を
加
へ
ざ
：れ
ば
全
く
混
沌
，た
る
狀
態
に
陷
る
有 

翁
す
P
1
,

遂
K
前
述
の
保
謎
諸
國
は
ク
”
丨
ト
政
府
に 

5

-r
し

•-
f
i
i
i
時
平
和
宽
復
す
る
に
あ
ら
す
ん
ぼ
同
島
を
占

> 

領
す
る
必
要
あ
る
や
も
如
る
ベ
か
ら
ず
ど
通
吿
せ
6
、 

Z 

其
常
時
三
.俊
の
英
國
取
艦
、j
一
集
の
露
艦
、j

雙
の
佛 

艦
は
ク
タ
ー
ト
«
磓
泊
し
て
威
力
を
示
せ
I

保
讓
諸 

i,
の
ク
リ
ー
ト
政
府
に
提
出
し
允
る
通
®
は
同
鳥
內
に| 

艰
和
ゼ
秩
序
ビ
を
恢
復
す
る
に
極
め
て
有
效
な
る
も
の 

な
り
し
た
め
、
却
時
に
總
選
取
行
は
.れ
希
®
國
會
に
ニ 

\ 

十
三
人
の
：代
譏
員
を
送
る.事
ビ
な
せ
ぅ
、.
此
事
件
{:
於 

て
は
”
に
印
^

_

#
を
公
式
に
宣
言
せ
ざ
り
し
も
各

國| 

0
艦
隊
が
ク
タ
ー
ト
島
沖
に
碇
泊
し
■
合
封
傲

の

實

を\ 

皋
げ
つ
、
あ
り
た
る
な
り

第

九

.
V

ル
ガ
ン
半
雋
に
對
す
る
聯
合
艦
隊

.

の
威
示
運
動

土
瓦
:H(

及
.モ

ン
テ
ネ
グ
ロ
は
ダ
ル
シ
コ
ヾ
し
稱
す
る
一

,:«1
府
の
：生
權
1
意
む
一
る
It
.つ
き
相
郇
ひ
、
.歐
洲
列
强
は
.
.

其
目
的
を
達
せ
.し
む
'る
必
要
あ
，

o

ビ
ォ
&
、

j

\
八
3 

年

九

月

に

聯

合

艦

隊

.は

ラ

ダ

ー

ナ
冲
に
集
合
し
て

、

夹 

，國
艦
隊
司
令
長
官
セ
イ
モ
ア
提
督
は
九
月
十
七
n
ダ
ル 

シ
コ
の
钶
令
長
官
を
別
&
し
て
、
即
刻
同
地

方
を
モ
ン 

テ
ネ
ク
ロ
に
引
渡
を
命
じ
、
其
準
備
ビ
し
て
三
日
而
の
. 

猶
豫
.を
與
へ
、
而
て
.恶
求
に
應
#'
ざ
る
©
合
は
武
力
を• 

用
る
事
を
も
暗
示
せ
り
、
然
る
に
河
令
官
は
之
に
®
'̂ 

ざ
る
を
以
て
十一.

月
ニ
十
阀
日
獅
合
艦
隊
は
ダ
ル
シ
コ 

を
强
观
し
。
同
二
十
四
日
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
を
し
て
3

地 

方
を
占
領
せ
し
め
た
-

Ov

i

九
一
三
年
の
土
其
非
、
>

ル
ガ
ン
.職
^
當
時
モ
シ 

テ
ネ
グ
ロ
は
列
强
の
決
議
を
無
視
し
ス
ク
タ
タ
を
占
領 

せ
ん
ビ
決
心
せ
り
、
同
國
が
ス
ク
タ
リ
を
圍
み
て
泡
_
 

し
れ
る
行
爲
は
列
强
の
意
志
を
無
視
し
れ
る
も
のVJ

見
、
 

傚
し
、
.列
强
は
其
武
力
に
摅
て
決
a-
を
强
行
t
ん
ビ
な 

し

、
同
年
七
月
十
日
聯
合
艦
.隊
指
挪
官\

 

I
グ
中
將
を
-

•L
T
ア
シ
テ
パ
リ
ー
ょ
b
ド
ゾ
ン
河
ロ
に
到
'る
一
線
.を 

.割
し
て
封
鎖
跖
域
ビ
な
せ
る
盾
を
宣
言
せ
^

#

お
々
ノ 

而

-T
.
f
_
K
.
破
消
せ
る
外
國
船
«
は
■

ナ
八
碑
間
の
猶： 

喪
を
與
へ
て
返
去
を
命
じ
た
P

ゾ
同

年

.
四

月

二

十

六

日
 

ス
ク

タ

リ
ガ
、
モ

ン
タ
ネ
.グ
ロ
'人
の
爲
に
占
領
す
る
ビ
一 

こ
ろ

v
j

な
り
た
る
れ
め
封
傲
範
圆
を
ド
ラ
ッ
オ
ま
で
櫥 

張
せ
り
、

以
上
は
封
鎖
實
例
の
®
要
な
る
?>
;
.の
.な
り
、
、而
し
て 

單
獨
封
®
ょ
り
も
聯
合
封
ft
に
於
て
國
際
響
察
的
の
意 

讅
が
含
菩
せ
ら
る
、
を
徵
し
得
べ
き
也
、
而
し
て
平
和 

封
《
は
何
れ
も
爭
亂
殺
定
ヽ
秩
序
恢
復
>
不
法
行
爲
の
改 

誨
等
をE

的
と
し
て
戰
#
を
m
l的
と
せ
ざ
る
に
於
て
全 

く
戰
時
封
®
ビ
极
本
的
に
意
義
を
異
に
す
る
も
の
也
 ヽ

苦
し
平
時
に
於
て
戰
時
に
於
け
る
と
同
機
に
同
量
の
軍\ 

隊
及
び
艦
隊
を
使
用
し
得
べ
く
む
ば
、
交
戰
狀
傭
を
構 

成
せ
ず
し
て
國
際
問
の
諸
®

を
決
裁
す
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